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2 面　 ワークサポートめぐろ、
福祉の総合相談窓口ほか

3面　 区の印刷物とホームペー
ジの広告募集、情報ボッ
クスほか

4面　 5 ／12は民生委員・児童
委員の日
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★ 新型コロナウイルス感染症への対策のため、次号以降、発行日などを変更する場合があります
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外出自粛にご協力ください ※ 4 ／20現在の数値。最新情報はホーム
ページ（右コード）をご覧ください

累計患者数（単位：人）
目黒区 都
103 3,184

　緊急事態宣言を踏まえ、次の窓口を 5／ 6まで縮小・休止します。郵送手続きをご活用く
ださい（ 1 面下参照）。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、次の事業などを休止します。再開はホームページ、
区報などでお知らせします。詳細はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

■問戸籍住民課住民記録証明係（☎5722－9795）住民票などの窓口を縮小します

保健事業を
休止します

最新の情報はこちらをご覧ください 区ホーム
ページ

都ホーム
ページ

国ホーム
ページ

利用中止施設休止業務縮小・休止する窓口 内容 主な業務

総合庁舎本館 1階
戸籍住民課

・ 平日夜間窓口（17：00～19：00）を毎
週水曜日のみに縮小

・日曜日は休止
住民票の写し・印鑑登録証明書・
戸籍（全部・一部）事項証明書
などの交付

目黒駅行政サービス窓口 休止

● 目黒区新型コロナ受診相談窓口
（帰国者・接触者電話相談センター）
☎5722－9089、■Ｆ5722－9890
（月～金曜日〈祝・休日を除く〉 9：00～17：00）

●都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎5320－4592
（月～金曜日17：00～翌日 9：00、土曜・日曜・祝・休日は24時間）

感染が疑われるかたの相談窓口
　次の症状や感染の疑いがあるかた、医療機関への受診や検査、新型コロ
ナウイルス感染症に関する基本的な問い合わせは、新型コロナ受診相談窓
口にご相談ください。

① 風邪の症状や37.5度以上の発熱が 4日以上続く（解熱剤を飲み続けなけ
ればならない場合を含む）
②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
③ 高齢者や基礎疾患などがあるかた、妊婦のかたで、①または②の症状が
2日程度続く

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ
●都の電話相談窓口（新型コロナコールセンター）
　※英語・中国語・韓国語含む
　☎0570‒550571、■Ｆ5388‒1396（祝・休日を含む毎日 9：00～22：00）

●厚生労働省の電話相談窓口
　 0120‒565653､ ■Ｆ3595‒2756（祝・休日を含む毎日 9：00～21：00）

目黒区新型コロナ対策コールセンター

☎5722－9435
（月～金曜日〈祝・休日を除く〉 8：30～17：00）

　新型コロナウイルス感染症に関連する各種問い合わせやご意見
などは、専用コールセンターにご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口など

事業名 問い合わせ

各種乳幼児健診・歯科健診、ハローベビークラス・サロン、育児学級（ 5カ月、10・11
カ月）、産後ケア事業（宿泊型、訪問型）ほか

保健予防課保健サービス係（☎5722－9503）
碑文谷保健センター保健サービス係（☎3711－6446）

乳がん・胃がん・大腸がん・子宮がん・肺がん検診、胃がんリスク検査、特定健康診査、
肝炎ウイルス検診、眼科検診、成人歯科健診 健康推進課成人保健係（☎5722－9589）

※子どもの定期予防接種　接種期限が 3／19以降のものについて、当面の間期限を延長します。期限後も無料で受けられます

●転出手続き　■問戸籍住民課住民記録係（☎5722－9884）
●各種証明書の取得
 ■問戸籍住民課戸籍証明係（☎5722－9807）
　　　　　　　　税務課税務係（☎5722－9819）
　　 住民票の写し、戸籍（全部・一部）事項証明書、戸籍
の附票（全員・個人）、特別区民税・都民税の納税・
課税・非課税証明書ほか

●国民健康保険　■問国保年金課資格賦課係（☎5722－9810）  
　 　 国民健康保険の加入・脱退に関する手続き、保険証の
再交付や受け取りに関する手続きほか

●子ども関係　■問子育て支援課手当・医療係（☎5722－9162）
　 　 児童手当の申請、乳幼児・子ども医療証の申請・再交付・変更届
ほか

　離職等で住居を失うおそれのあるかたへ、就職に向
けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額
を支給します。収入などの要件があります。

■問福祉総合課くらしの相談係（☎5722－9370、■Ｆ5722－9062）

対象　●離職・廃業後 2年以内のかた
　　　● 新型コロナウイルス感染症などの影響で、離

職や廃業と同程度の状況にあるかた
支給方法　不動産業者などに直接振り込み

　外出自粛などで、家庭内での暴力（DV）や虐待の深刻化が懸念さ
れています。一人で悩まず、まずはご相談ください。
●児童相談所虐待対応ダイヤル　☎189
●子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京（LINE相談。右コード①）
● DV相談＋（プラス）　 0120－279－889（Eメール・チャ
ット相談可。右コード②）
● 高齢者虐待　地域包括支援センター（北部☎5428－6891、
東部☎5724－8030、中央☎5724－8066、南部☎5724－8033、
西部☎5701－7244）

 ■問防災課（☎5723－8488）
　内容が聞き取りづらかった場合には、音声自動応答
サービス（☎3713－2880）で、24時間以内に放送した
内容を電話で確認できます。

区役所に来なくても大丈夫 郵送でできる主な手続き 家賃を支給します 住居確保給付金

防災行政無線で外出自粛を呼び掛けています

虐待やDVに悩んでいるかたはご相談ください
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